
○
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
五
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
三
号
）
第
三
条
及
び
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確

保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
及

び
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
及
び
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令

（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
試
験
）

（
試
験
）

第
三
条

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
住
所
、
氏
名
、

第
三
条

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
に
次

生
年
月
日
、
性
別
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め

に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
都
道
府
県
知
事
（
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第

に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
（
以
下
「
地
方
厚
生
局
長
等

二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
（
以
下
「
個
人
番
号
」
と
い
う
。
）
を

」
と
い
う
。
）
の
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。

書
い
た
受
験
願
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
都
道
府
県
知
事
（
法
第
七

）
が
当
該
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
に
係
る
受
験
手
続
に
関
す
る
事
務
を
行
う

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
（
以

場
合
に
あ
つ
て
は
、
指
定
試
験
機
関
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

下
「
地
方
厚
生
局
長
等
」
と
い
う
。
）
の
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定

試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
が
当
該
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
に
係
る
受
験
手
続

に
関
す
る
事
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
指
定
試
験
機
関
）
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
免
許
申
請
手
続
）

（
免
許
申
請
手
続
）

第
四
条

法
第
六
条
に
規
定
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す

第
四
条

法
第
六
条
に
規
定
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
本
籍
、
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
個
人
番
号
を
書
い

る
者
は
、
本
籍
、
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
書
い
た
申
請
書
に
次
の
書

た
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
合
格
地
の
都
道

類
を
添
え
て
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
合
格
地
の
都
道
府
県
知
事
（
法
第
七

府
県
知
事
（
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
の
行
つ
た

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
の
行
つ
た
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
試
験
事
務
を
当
該

験
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
試
験
事
務
を
当
該
指
定
試
験
機
関
に
行

指
定
試
験
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
都
道
府
県
知
事
）
に
申
請
し
な
け

わ
せ
る
こ
と
と
し
た
都
道
府
県
知
事
）
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
免
許
証
の
再
交
付
）

（
免
許
証
の
再
交
付
）

第
六
条

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
が
免
許
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
つ
た
と
き
は

第
六
条

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
が
免
許
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
つ
た
と
き
は

、
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、
個
人
番
号
及
び
申
請
理
由
を
書
い
た

、
そ
の
旨
を
書
き
、
破
り
、
又
は
汚
し
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
免
許
証
を

申
請
書
に
、
破
り
、
又
は
汚
し
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
免
許
証
を
添
え
、

添
え
、
一
月
以
内
に
免
許
を
与
え
た
都
道
府
県
知
事
に
再
交
付
の
申
請
を
し
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一
月
以
内
に
免
許
を
与
え
た
都
道
府
県
知
事
に
再
交
付
の
申
請
を
し
な
け
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
免
許
証
の
訂
正
の
申
請
等
）

（
免
許
証
の
訂
正
の
申
請
等
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
を
す
る
に
は
、
住
所
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
個
人
番
号
を

（
新
設
）

書
い
た
申
請
書
を
免
許
を
与
え
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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（
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
免
状
の
再
交
付
）

（
免
状
の
再
交
付
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

免
状
を
破
り
、
又
は
よ
ご
し
た
者
が
第
一
項
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、

４

免
状
を
破
り
、
又
は
よ
ご
し
た
者
が
第
一
項
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、

当
該
免
状
を
廃
棄
し
た
旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

申
請
書
に
そ
の
免
状
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
免
状
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
失
つ

５

免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
免
状
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
失
つ

た
免
状
を
発
見
し
た
と
き
は
、
五
日
以
内
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
失
つ
た
免

た
免
状
を
発
見
し
た
と
き
は
、
五
日
以
内
に
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
返

状
を
廃
棄
し
た
旨
を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

還
す
る
も
の
と
す
る
。

（
免
状
の
廃
棄
）

（
免
状
の
返
還
）

第
十
三
条

免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
死
亡
し
、
又
は
失
踪
の
宣
告
を

第
十
三
条

免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
死
亡
し
、
又
は
失
踪
の
宣
告
を

そ
う

そ
う

受
け
た
と
き
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
規

受
け
た
と
き
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
規

定
す
る
届
出
義
務
者
は
、
一
箇
月
以
内
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
免
状
を
廃
棄

定
す
る
届
出
義
務
者
は
、
一
箇
月
以
内
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
免
状
を
返
還

し
た
旨
を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。
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様
式
第
一
号
、
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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様式第一号（第九条関係） 

（表 面） 

 

 

  

 

 

 

建築物環境衛生管理技術者免状交付申請書 
 

ふ り が な 

氏     名 
 生年月日 年     月   日生 

旧 姓  通 称 名  

個 人 番 号   

本 籍  

性 別 1 男     2 女 

住 所 

郵便番号          電話番号     ―     ― 

 

 

建築物環境

衛生管理技

術者となる 

資格 

イ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習会の課程を修了した。 
 

                         修了年月日   年  月  日 

                                修了証書番号 第      号 

ロ 建築物環境衛生管理技術者試験に合格した。 
 

                         受験年月日   年  月  日 

                         受験番号 第        号 

 

（裏 面） 

 私は、表面の各事項について虚偽の記載をせず、かつ、次の欠格事由に該当しないことを誓約しま

す。 

１ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第７条第３項の規定により建築物環境衛生管理

技術者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して１年を経過しない者 

２ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律又は同法に基づく処分に違反して罰金の刑に処

せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して２年を経過

しないもの 

上記により、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けたいので申請します。 

 
 

     年  月  日 

氏名              

  厚生労働大臣殿 

備考 用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 

  

収 入 印 紙 

 

 

(消印しては

ならない ) 

(             ) 

(             ) 
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様式第三号（第十一条関係） 

 

 
建築物環境衛生管理技術者免状書換え交付申請書 

建築物環境衛生管

理技術者免状番号

及び交付年月日 

 第       号 

              （     年   月   日） 

ふ り が な 

氏 名 

 

 生年月日 年  月  日生 

旧   姓   通 称 名  

個 人 番 号  

本 籍  

性 別 1 男     2 女 

住 所 

郵便番号         電話番号   ―   ― 

 

 

書換え交付申請  

の理由 
 

上記により、建築物環境衛生管理技術者免状の書換え交付を受けたいので申請します。 
 

 

    年   月   日 

 

       氏 名 

 

厚生労働大臣殿 

 

 

備考 用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 
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様式第四号（第十二条関係） 

 

建築物環境衛生管理技術者免状再交付申請書 

建築物環境衛生

管理技術者免状

番号及び交付年月日 

 第       号 

               （    年   月   日） 

ふ り が な 

氏 名 
 生年月日 年   月   日生 

旧 姓  通 称 名  

個 人 番 号  

本 籍  

性 別 1 男     2 女 

住 所 

郵便番号         電話番号   ―   ― 

 

 

再交付申請の理由  

上記により、建築物環境衛生管理技術者免状の再交付を受けたいので申請します。 
 

    年   月   日 

 

          氏 名                    

厚生労働大臣殿 

 

備考 用紙の大きさは、Ａ列４番とする。 

収 入 印 紙  

 

 

(消印しては

ならない ) 
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